
番    号 R2-1 

都市計画区域 八戸都市計画区域 

都市計画の 

案の名称 
八戸都市計画区域の変更 

都市計画の 

変更理由 
別紙のとおり 

市町村への 

意見聴取 
・八戸市 令和 3年 4月 30 日（金） 

青森県都市計画 

審議会への付議 

日時：令和 3年 5月 11 日（火） 

場所：青森県庁西棟８階大会議室 

決定告示 令和 3年 9月 1日（水） 公示 



 

 

 

変更理由書 

 

 

 

 

八戸都市計画区域の変更について 

 

 

 

 

 八戸都市計画区域は、八戸市及びおいらせ町の一部を対象とする広域都市計画区域とし

て区域区分を定めているが、平成 30 年 5 月 24 日付お地整第 152 号により都市計画の素

案の申出を受け、今回、おいらせ町行政区域の全部をおいらせ都市計画区域として決定す

るため、八戸都市計画区域よりおいらせ町の一部を分離するものである。 

 

 



 

都市計画指定状況（参考） 

おいらせ町側 
八戸都市計画区域 = 307ha ※今回除外 

八戸市側 
八戸都市計画区域 = 5,836ha 
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